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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板と、該基板上に順次形成された、露光光を反射する多層反射膜及び露光光を吸収す
る吸収体層を備えた反射型マスクブランクスであって、
　前記吸収体層は、少なくとも最上層と、それ以外の下層とからなる積層構造となってお
り、前記最上層は、前記吸収体層に形成された吸収体層のパターンの検査に使用する検査
波長の光に対する反射率が２０％以下であり、かつ下層へのパターン形成の際のエッチン
グ条件に対し耐性を有する無機材料で形成されており、
　前記吸収体層の下層がタンタル（Ｔａ）を含む材料で、前記最上層がケイ素（Ｓｉ）を
含む材料でそれぞれ構成され、
　前記下層にパターンを形成する際における前記最上層と下層とのエッチング選択比が５
以上であることを特徴とする反射型マスクブランクス。
【請求項２】
　基板と、該基板上に順次形成された、露光光を反射する多層反射膜及び露光光を吸収す
る吸収体層を備えた反射型マスクブランクスであって、
　前記吸収体層は、少なくとも最上層と、それ以外の下層とからなる積層構造となってお
り、
　前記最上層は、前記吸収体層に形成された吸収体層のパターンの検査に使用する検査波
長の光において、前記吸収体層下の前記多層反射膜に対する下記の式で示されるコントラ
スト値が４０％以上であり、かつ下層へのパターン形成の際のエッチング条件に対し耐性
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を有する無機材料で形成されており、
　前記吸収体層の下層がタンタル（Ｔａ）を含む材料で、前記最上層がケイ素（Ｓｉ）を
含む材料でそれぞれ構成され、
　前記下層にパターンを形成する際における前記最上層と下層とのエッチング選択比が５
以上であることを特徴とする反射型マスクブランクス。
　（式）コントラスト値（％）＝（Ｒ２－Ｒ１）／（Ｒ２＋Ｒ１）×１００
　（ただし、Ｒ１は検査波長の光に対する最上層表面の反射率、Ｒ２は吸収体層下の多層
反射膜表面の反射率）
【請求項３】
　前記最上層は、前記吸収体層に形成された吸収体層のパターンの検査に使用する検査波
長の光において、前記吸収体層下の前記多層反射膜に対する下記の式で示されるコントラ
スト値が４０％以上であることを特徴とする請求項１記載の反射型マスクブランクス。
　（式）コントラスト値（％）＝（Ｒ２－Ｒ１）／（Ｒ２＋Ｒ１）×１００
　（ただし、Ｒ１は検査波長の光に対する最上層表面の反射率、Ｒ２は吸収体層下の多層
反射膜表面の反射率）
【請求項４】
　前記吸収体層のパターンの検査に使用する検査波長が１９０ｎｍ～２６０ｎｍの範囲に
含まれることを特徴とする請求項１乃至３のいずれかに記載の反射型マスクブランクス。
【請求項５】
　前記最上層のＥＵＶ吸収係数が０．０１以上であることを特徴とする請求項１乃至４の
いずれかに記載の反射型マスクブランクス。
【請求項６】
　前記下層のＥＵＶ吸収係数が０．０２５以上であることを特徴とする請求項１乃至５の
いずれかに記載の反射型マスクブランクス。
【請求項７】
　前記吸収体層の全体の膜厚は、３０ｎｍ～１００ｎｍの範囲であることを特徴とする請
求項１乃至６のいずれかに記載の反射型マスクブランクス。
【請求項８】
　前記吸収体層の最上層は、ＳｉＯＮ、または、金属とシリコンの合金の酸窒化物で構成
されることを特徴とする請求項１乃至７のいずれかに記載の反射型マスクブランクス。
【請求項９】
　請求項１乃至８のいずれかに記載の反射型マスクブランクスの吸収体層にパターンを形
成してなることを特徴とする反射型マスク。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、半導体製造などに使用される反射型マスク及びそれを製造するための反射型マ
スクブランクスに関する。
【背景技術】
【０００２】
近年、半導体メモリーや超ＬＳＩ（大規模集積回路）等において見られるように、半導体
製品の高集積化に伴い、フォトリソグラフィ法の転写限界を上回る微細パターンが必要と
されている。このため、微細パターンの転写を可能とするため、より波長の短い極端紫外
光を用いた極端紫外光リソグラフィ法（ＥＵＶリソグラフィー法）が提案されている。な
お、ここで、ＥＵＶ光とは、軟Ｘ線領域又は真空紫外線領域の波長帯の光を指し、具体的
には波長が0.2～100nm程度の光のことである。
ＥＵＶリソグラフィーにおいて使用されるＥＵＶ用反射型マスクは、たとえば特開平8-21
3303号公報に記載されたように、シリコンや石英などの基板上に、EUV（例えば波長13.4 
nm 程度の軟X 線領域である極端紫外光）多層反射層、その上にバッファー層さらにその
上にパターン状に形成されたEUV吸収体層を有している。バッファー層は、吸収体層のパ
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ターン形成工程および修復工程におけるEUV多層反射層の保護を目的としてEUV多層反射層
とEUV 吸収体層の間に設けられている。
露光機においてこの反射型マスクに入射した光は、吸収体パターンのある部分では吸収さ
れ、吸収体パターンのない多層反射膜により反射された像が反射光学系を通してウエハ上
に転写される。
【０００３】
この、ＥＵＶリソグラフィーに用いる反射型マスクの製造方法を図４を参照しながら説明
する。図４は、従来の反射型マスクの製造工程を表わす断面の概略図である。
（１）ＳｉO２基板11上に、順次EUV多層反射膜である積層膜12、その上に吸収体パターン
形成工程におけるEUV 層の保護を目的としてバッファー層13、その上にEUV 吸収体である
吸収体層14 を成膜する。その後、この吸収体層表面に有機レジスト膜16 を塗布する（図
4（１））。
（２）有機レジスト膜１６に、レジストパターン16ａ を形成する（図4（２））。
（３）このレジストパターン16ａ により吸収体層１４をエッチング加工し所定のパター
ンを有する 吸収体パターン14ａ を形成する。ここで、形成された吸収体パターン14ａ 
の検査を実施する（図４（３））。具体的には、エッチング除去されるべきでない箇所の
吸収体層が除去されたピンホール欠陥２１（白欠陥ともいう）や、エッチング不足により
吸収体層が十分に除去されていない箇所２２（黒欠陥ともいう）を検出する。
（４）吸収体パターン１４ａの欠陥を修正し、修正された吸収体パターン14ｂ とする（
図４（４））。
（５）最後にバッファー層13 のパターン１３ａ形成を実施し、EUV反射型マスクとなる。
これにEUV光３１を照射すると、吸収体層１４およびバッファー層１３を除去して反射積
層膜１２が露出した部分のみEUV 光31 を反射し、リソグラフィーに使用することができ
る（図４（５））
【０００４】
上述のEUV 反射型マスク作成工程において、（３）の吸収体パターンの検査では、波長19
3nm から257 nm の遠紫外光を使用した反射型の検査機が使用される。検査は、この検査
光をパターンが形成された反射型マスクの表面に入射し、マスク表面での検査光の反射の
コントラストを観察することにより行われる。
又、（５）のバッファ層の除去後、仕様通りの吸収体パターンが形成されているかどうか
最終確認の検査が行われる。このパターンの最終検査も、上述した検査同様、遠紫外光を
検査光としてマスク表面での検査光の反射光のコントラストを観察する事によって行われ
る。
【特許文献１】特開平８－２１３３０３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
上述した吸収体層への転写パターンの形成においては、有機物質からなるレジストを使用
するが、このようなレジストは一般にドライエッチング耐性が低く、吸収体層のパターン
形成時にレジスト膜が損傷を受けるため、レジスト層は、ある一定以上の膜厚（通常５０
０ｎｍから８００ｎｍ程度）が必要であった。
ところが、マスクに要求されるパターンの線幅が細くなると、このような厚いレジストに
細いパターンを形成するのは、次の点で困難になってきた。
すなわち、第一にレジストの垂直方向の形状精度が取り難く、吸収体パターンの形状精度
が悪化する。第二にエッチングガスがレジストパターンの細い通路に供給されにくく、又
、エッチングにより発生したガスも滞留しやすいため、線幅の狭い部分でエッチングの反
応が進みにくい。従って、線幅の広い部分と、狭い部分でのエッチング速度に差が出てし
まい、マスク面内で均一なエッチングが行えない。
このような点から、従来の厚いレジストを使用すると、例えば、解像度０．１μｍ以下と
いうような線幅の細いパターンの形成が困難であるという問題があった。
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【０００６】
一方、上述した吸収体層のパターンの検査においては、吸収体層が除去された部分に露出
したバッファ層表面或いは、バッファ層が除去されて露出した多層反射膜表面と、吸収体
層が残っている部分の吸収体層表面の間で上述した検査光による検査がなされることにな
る。
そのため、検査光の波長に対するバッファ層表面或いは多層反射膜表面と吸収体層表面と
の反射率の差が小さいと、検査時のコントラストが悪くなり、正確な検査が行えないとい
う問題があった。
そこで、本発明は上述の課題を解決するために案出されたものであり、吸収体層に微細な
パターンを形状精度よく形成でき、パターン検査において十分なコントラストが得られ、
高精度のパターン転写が可能な反射型マスク及び反射型マスクブランクスを得る事を目的
としたものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
本出願人は、上記パターン検査時のコントラストの課題に対し、吸収体層を積層構造とし
、その最上層をパターン検査に使用する光に対して反射率の低い材料からなる低反射層と
する構成の反射型マスク及び反射型マスクブランクスを先に提案した（特願２００２－１
０８８０８）。
本発明者らは、この反射型マスクを更に改良し、上記低反射層に所定の特性を有する材料
を使用することにより、低反射層に、それより下層の吸収体層にパターン形成をする際の
無機エッチングマスク層の機能を兼ね備えることができることを見出した。そして、低反
射層を薄い無機エッチングマスク層として機能させることにより、上記課題が解決できる
ことを見出した。
【０００８】
すなわち、本発明の反射型マスクブランクスは、基板と、該基板上に順次形成された、露
光光を反射する多層反射膜及び露光光を吸収する吸収体層を備えた反射型マスクブランク
スであって、前記吸収体層は、少なくとも最上層と、それ以外の下層とからなる積層構造
となっており、前記最上層は、前記吸収体層に形成された吸収体層のパターンの検査に使
用する検査波長の光に対する反射率が２０％以下であり、かつ下層へのパターン形成の際
のエッチング条件に対し耐性を有する無機材料で形成されていることを特徴とする。
また、本発明の反射型マスクブランクスは、基板と、基板上に順次形成された、露光光を
反射する多層反射膜及び露光光を吸収する吸収体層を備えた反射型マスクブランクスであ
って、前記吸収体層は、少なくとも最上層と、それ以外の下層とからなる積層構造となっ
ており、前記最上層は、前記吸収体層に形成された吸収体層のパターンの検査に使用する
検査波長の光において、前記吸収体層の直下の層に対する下記の式で示されるコントラス
ト値が４０％以上であり、かつ下層へのパターン形成の際のエッチング条件に対し耐性を
有する無機材料で形成されていることを特徴とする。
（式）コントラスト値（％）＝（Ｒ２－Ｒ１）／（Ｒ２＋Ｒ１）×１００
（ただし、Ｒ１は検査波長の光に対する最上層表面の反射率、Ｒ２は吸収体層直下の層表
面の反射率）
【０００９】
前記吸収体層のパターンの検査には波長が１９０ｎｍ～２６０ｎｍの範囲に含まれる検査
光が使用される。
前記吸収体層の下層にパターンを形成する際の前記最上層と下層とのエッチング選択比が
５以上であることが望ましい。
前記吸収体層の具体的材料としては、例えば、前記吸収体層の下層がタンタル（Ｔａ）を
含む材料で、前記最上層がケイ素（Ｓｉ）を含む材料でそれぞれ構成することができる。
また、前記多層反射膜と吸収体層との間に、更に、吸収体層の下層のパターン形成及びパ
ターン修正の際のエッチング条件に対し耐性を有するバッファ層を設けてもよい。このバ
ッファ層は例えばクロム（Ｃｒ）を含む材料で構成することができる。
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本発明の反射型マスクは、以上のような反射型マスクブランクスの吸収体層にパターンを
形成したものである。
本発明の反射型マスクは、まず積層構造からなる吸収体層の最上層にパターンを形成し、
次いで該最上層に形成されたパターンをマスクとして吸収体層の下層のエッチングを行い
、下層にパターンを形成することにより製造することができる。
また、前記多層反射膜と吸収体層との間に、更にバッファ層を設けた場合は、前記吸収体
層の最上層及び下層にパターンを形成した後、該吸収体層に形成されたパターンをマスク
としてバッファ層のエッチングを行い、バッファ層にパターンを形成する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
以下に、本発明の反射型マスクブランクス及び反射型マスクの実施の形態について説明す
る。本発明の反射型マスクブランクス及び反射型マスクは、基板上に順次、多層反射膜、
吸収体層の各層が形成された構造で、前記吸収体層は積層構造になっている。又、多層反
射膜と吸収体層の間に吸収体層のパターン形成及びパターン修正の際のエッチング条件に
耐性を有するバッファ層を有していても良い。
ここで、本発明の反射型マスクブランクス及び反射型マスクを形成する各層について説明
する。
【００１１】
まず、吸収体層について説明する。
本発明の反射型マスクブランクス及び反射型マスクの吸収体層は、露光光であるＥＵＶ光
を吸収する機能を有する。本発明の吸収体層は、最上層と、それ以外の下層からなる積層
構造になっている。下層は更に、複数の層からなっていても良いが、最上層と、一層の下
層からなる２層構造とするのが、製造工程・材料の種類が少なくてすむために好ましい。
まず、最上層について説明する。
本発明の最上層は、吸収体層に形成された吸収体パターンの検査において低反射層として
機能すると共に、吸収体下層にパターンを形成する際のエッチングマスクとして機能する
。
本発明の最上層は、まず、吸収体パターンの検査時において、吸収体層の直下に形成され
る層（通常は後述するバッファ層或いは多層反射膜）との間で、十分なコントラストが取
れる材料から選択される。検査における吸収体層の直下にある層とのコントラスト値は、
４０％以上、好ましくは６０%以上となるようにするのがよい。
なお、検査時のコントラスト値は次の式で定義される。
　コントラスト値（％）＝（Ｒ２－Ｒ１）／（Ｒ２＋Ｒ１）×１００
　（ただし、Ｒ１，Ｒ２は検査を行う各層における反射率で、Ｒ２＞Ｒ１）
【００１２】
例えば、波長２５７ｎｍの光を検査光とした場合、一般にバッファ層として用いられる物
質の反射率は、ＳｉＯ２で４０%程度、Ｃｒで５０％程度である。又、波長１３ｎｍ付近
の露光光に対して一般に用いられるＭｏ／Ｓｉ周期多層膜からなる多層反射膜の遠紫外光
に対する反射率は６０%程度である。このように、一般的に使用されるバッファ層、多層
反射膜の検査波長に対する反射率は比較的大きいため、最上層の材料は、検査波長に対し
、反射率の小さい材料を使用するのが上記十分なコントラストを得る上で有利である。
このような点から、吸収体層の最上層の検査波長に対する反射率は、２０%以下とするの
が好ましく、１０%以下とするのが更に好ましい。
本発明の最上層は、更に、上述した検査光に対する反射率の条件を満たす材料のうち、吸
収体層の下層にパターンを形成する際のエッチング条件に対し、耐性を持った無機材料が
選択される。
従来の有機物質を用いたレジストに対し、無機材料を用いたエッチングマスクは、ドライ
エッチング耐性に優れているため、薄く形成することが可能になる。従って、線幅が細い
パターンであっても、形状精度よく吸収体層にパターンを形成することができる。
【００１３】
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最上層と下層とのエッチング選択比は、好ましくは５以上、更に好ましくは１０以上であ
る。エッチング選択比が大きいほど、最上層を薄くできる。ただし、最上層が薄すぎると
検査波長に対する反射率が高くなるので、上述した検査波長に対する反射率を確保するた
め、通常、最上層は、１５～３０ｎｍ程度の厚さに形成される。
このように、本発明の吸収体層の最上層は検査波長に対し低反射率を有し、かつ、下層に
パターンを形成する際のエッチングマスク層の機能も有するため、簡単な層構造で、検査
時のコントラストが十分得られるとともに、線幅の細い吸収体パターンが精度よく形成で
きる反射型マスク及び反射型マスクブランクスが得られる。又、多層反射膜と吸収体層の
間にバッファ層を有する場合には、最上層は、バッファ層にパターンを形成する際のマス
クとしても用いることができる。
【００１４】
次に、吸収体層の下層について説明する。下層は、主に、露光光であるＥＵＶ光の吸収機
能を担う。従って、ＥＵＶ光の吸収の大きい物質を用いる。このような吸収体層の下層と
しては、ＥＵＶ光に対する吸収係数が大きく加工性に優れている点から、タンタルを含む
材料、例えばタンタルやタンタル合金が好ましく用いられる。
このような材料の具体例として、タンタル単体、タンタルホウ素合金（ＴａＢ），タンタ
ルホウ素合金の窒化物（ＴａＢＮ）、タンタルゲルマニウム合金（ＴａＧｅ），タンタル
ゲルマニウム合金の窒化物（ＴａＧｅＮ），タンタルシリコン合金（ＴａＳｉ），タンタ
ルシリコン合金の窒化物（ＴａＳｉＮ）、タンタルシリコンホウ素合金（ＴａＳｉＢ），
タンタルゲルマニウムホウ素合金（ＴａＧｅＢ）、タンタルシリコンホウ素合金の窒化物
（ＴａＳｉＢＮ），タンタルゲルマニウムホウ素合金の窒化物（ＴａＧｅＢＮ）等が挙げ
られる。また、これらに更に、炭素や酸素を含んでいても良い。
本発明の下層の膜構造は、経時変化への安定性、耐環境性の点から微結晶（粒径数nm以下
）もしくはアモルファスであるのが好ましい。　タンタルとホウ素を含む合金は、アモル
ファス化が容易で、平滑性に優れた膜が得られるという利点を有する。また、膜応力の制
御性にも優れているため、マスクパターンの寸法精度を高精度に形成できる点で好ましい
。この場合、アモルファス化のために好ましいホウ素の含有量は、１０～２５ａｔ％であ
る。タンタルとホウ素の合金に窒素を含んだ物質も好ましく用いられる。窒素を加えるこ
とで膜の平滑性を向上させ、表面粗さを小さくする効果が得られる。
又、本発明の吸収体層下層には、タンタルを含む材料以外には、クロム、マンガン、ガリ
ウム、ハフニウム、タングステンを含む材料、例えばこれらの単体又はこれらの元素を含
む合金等を用いることができる。
【００１５】
反射型マスクにおいては、露光光はマスク面に対し垂直な方向から数度傾いた方向より入
射される。従って、吸収体パターンの厚みが厚いと、パターン自身の影が生じ、露光時に
パターンのエッジ部分にぼやけなどが生じて鮮明な転写像が得られないため、吸収体層全
体の厚みは、薄い方が好ましい。この点から、吸収体層の下層は、露光光の波長に対し、
吸収係数が大きい方が有利であり、０．０２５以上、更には、０．０３０以上であるので
あるのが好ましい。なお、吸収体層全体の膜厚は、露光光であるＥＵＶ光が十分に吸収で
きる厚みでなるべく薄い方が良いが、通常３０～１００ｎｍ程度である。更に好ましくは
８０ｎｍ以下である。
又、吸収体層全体を薄くするという目的のためには、最上層のＥＵＶ吸収率が高いほうが
有利である。最上層のＥＵＶ吸収能が大きいほど、その分下層を薄く出来るからである。
最上層の材料の好ましいＥＵＶ吸収係数は、０．０１以上、好ましくは０．０１５以上で
ある。
上述したように、本発明では、吸収体層を最上層と下層で機能を分離して積層構造とした
ことにより、各層それぞれの特性を最適化でき、結果として、吸収体層の厚みを小さくで
きるという利点も有する。
吸収体層（最上層及び下層）は、マグネトロンスパッタリングなどのスパッタ法等一般的
な成膜方法で製造できる。例えば、タンタルホウ素合金の窒化物（ＴａＢＮ）であれば、



(7) JP 4792147 B2 2011.10.12

10

20

30

40

50

タンタルとホウ素を含む合金ターゲットを用い、窒素を添加したアルゴンガスを用いた反
応性ＤＣスパッタリング法で成膜することができる。
【００１６】
次に、バッファ層について説明する。
バッファ層は、吸収体層にパターンを形成及びパターンを修正する際に、多層反射膜を保
護する機能を有する。そのため、本発明のバッファ層は、吸収体層下層のパターン形成時
のエッチング条件に耐性を有する材料が選択される。
例えばＴａを含む吸収体層下層材料と組み合わせるバッファ層としては、Ｃｒを含む材料
からなるバッファ層が好ましく用いられる。Ｃｒを含む材料からなるバッファ層は、Ｔａ
を含む本発明の吸収体層とのエッチング選択比が大きく取れる（２０以上）。又、Ｃｒを
含む材料は、検査波長における反射率が約４０％～５５％程度であり、後述する多層反射
膜表面、バッファ層表面、吸収体層表面の検査波長における反射率の関係からも好ましい
。更には、バッファ層除去時に多層反射膜へのダメージをほとんど与えずに除去できる。
バッファ層として用いられるＣｒを含む材料しては、Ｃｒ単体以外に、ＣｒとＮ，Ｏ，Ｃ
から選択される少なくとも一つの元素を含む材料を好ましく用いることができる。例えば
、窒化クロム（ＣｒＮ）、酸化クロム（ＣｒＯ）、炭化クロム（ＣｒＣ）、酸化窒化クロ
ム（ＣｒＮＯ）、炭化窒化酸化クロム（ＣｒＣＮＯ）等である。
Ｃｒを含むバッファ層は、マグネトロンスパッタ法などのスパッタ法で形成することがで
きる。例えば、上述した窒化クロム膜の場合、Ｃｒターゲットを用い、Ａｒに窒素を５～
４０％程度添加したガス雰囲気で成膜を行えばよい。
【００１７】
バッファ層の膜厚は、集束イオンビーム（Ｆｏｃｕｓｅｄ　Ｉｏｎ　Ｂｅａｍ，ＦＩＢ）
を用いた吸収体パターンの修正を行う場合には、３０～５０ｎｍとするのが好ましいが、
ＦＩＢを用いない場合には、４～１０ｎｍと薄くすることができる。
その他に、本発明の吸収体層と組み合わせて使用できるバッファ層としては、ＳｉＯ２，
シリコンの酸化窒化物（ＳｉＯＮ）、Ｒｕ等が挙げられ、Ｔａを含まない吸収体層との組
み合わせではＴａをバッファ層として使用することもできる。
本発明では、吸収体層の最上層に下層へのパターン形成の際のエッチングマスクとしての
機能を実現させるために、最上層及び下層の材料の組み合わせが重要である。更に、バッ
ファ層を有する場合にはバッファ層と各層との組み合わせも重要である。
【００１８】
以下、各層の材料の選択につき説明する。
まず、バッファ層がない場合には、最上層に求められる最低条件は、吸収体パターンの検
査光に対して低反射率を有すること、吸収体層の下層のエッチング条件に耐性を有するこ
と、及び最上層へのマスクパターン形成時のエッチング条件において下層がエッチングさ
れない（下層が最上層のエッチング条件に耐性を有する）ことである。従って、まず、吸
収体層の最上層と下層は、全く異なるエッチング特性を有しているものが好ましい。吸収
体層の下層として、例えばＴａを含む材料を使用した場合には、通常、塩素ガスを用いた
ドライエッチングでパターン形成されるため、最上層は、塩素エッチングに対して耐性を
有する材料であり、かつＴａを含む材料が耐性を有しているエッチング条件でエッチング
が可能である材料から選択される。このような材料としては、例えば、Ｓｉを含む材料、
Ｃｒを含む材料が挙げられる。このような材料のうち、吸収体層のパターン検査に用いる
検査波長の光に対し、十分低い反射率を有する材料が選択され、例えば、ＳｉＯＮ、金属
とシリコンの合金の酸窒化物（例えばＭｏＳｉＯＮ）、クロムの酸化物（ＣｒＯ），クロ
ムの酸窒化物（ＣｒＯＮ）等が用いられる。
また、吸収体層の下層として、Ｃｒを含む材料を使用した場合には、通常、塩素と酸素の
混合ガスを用いたドライエッチングでパターン形成されるため、最上層は、塩素と酸素の
混合ガスのエッチングに対して耐性を有する材料であり、かつＣｒを含む材料が耐性を有
しているエッチング条件でエッチングが可能である材料から選択される。このような材料
としては、例えば、Ｓｉを含む材料、Ｔａを含む材料が挙げられる。このような材料のう
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ち、吸収体層のパターン検査に用いる検査波長の光に対し、十分低い反射率を有する材料
が選択され、例えば、ＳｉＯＮ、金属とシリコンの合金の酸窒化物（例えばＭｏＳｉＯＮ
）、タンタルの酸化物（ＴａＯ），タンタルの酸窒化物（ＴａＯＮ）、タンタルホウ素合
金の酸化物（ＴａＢＯ），タンタルホウ素合金の酸窒化物（ＴａＢＮＯ）、タンタルとシ
リコンの酸窒化物（ＴａＳｉＯＮ）等が用いられる。
【００１９】
このように最上層として、金属又は合金（例えば、Ｓｉとの合金やＢとの合金）の酸化物
、窒化物、酸窒化物等が好ましく用いられる。最上層の材料は、上述した吸収体層下層と
のエッチングの関係が満たされるよう、吸収体下層の材料との関係で選択すればよい。こ
のうち、金属の酸化物、窒化物の場合、一般に、窒素又は酸素の量が多くなるほど、検査
波長に対する反射率は低下するため、酸素又は窒素の量を調整することで、最上層の検査
波長に対する反射率をある程度コントロールすることができる。又、金属とシリコンの合
金の酸窒化物は、反射率が低い検査光の波長帯域が比較的広く、検査光の変更にも柔軟に
対応できる点、膜厚の差による反射率の変化が小さい点で好ましい。
また、多層反射膜と吸収体層の間にバッファ層がある場合には、最上層には前述の条件の
ほかに、更に次の特性が求められる。すなわち、バッファ層にパターンを形成する際のエ
ッチング条件に耐性を有することである。例えば、バッファ層にＣｒを含む材料を使用し
た場合、一般に、そのエッチングには、酸素と塩素を含むガスが用いられる。従って、吸
収体層の最上層は、酸素と塩素の混合ガスに対する耐性を有する必要がある。このような
材料としては例えば、Ｓｉを含む材料（金属とシリコンの合金の酸窒化物）、Ｚｒを含む
材料，Ｔａを含む材料，Ｔｉを含む材料等が挙げられる。具体的には、ＴａとＺｒの合金
（ＴａＺｒ），ＴａとＺｒの合金の窒化物（ＴａＺｒＮ），窒化チタン（ＴｉＮ）やこれ
らの酸化物等が挙げられる。
【００２０】
一方、バッファ層にＳｉＯ２を用いた場合には、バッファ層のエッチングには、ＳＦ６や
、フッ化炭素（ＣＦ４，Ｃ２Ｆ６）などのフッ素系ガスが使用される。従って、この場合
最上層には、フッ素系ガスに対する耐性を有するものを選択する。このような材料として
は、Ｃｒを含む材料、Ｔｉを含む材料、Ｚｒを含む材料等が挙げられる。具体的には、窒
化チタン（ＴｉＮ），窒化ジルコニウム（ＺｒＮ）やその酸化物等が挙げられる。
これら最上層の材料は、もちろん吸収体層下層の材料との関係も考慮する必要があるため
、吸収体層下層の材料に応じて、前述した吸収体層下層の材料とのエッチングの関係によ
り、適宜選択すればよい。
以上のように、各層の材料は、吸収体層の最上層及び下層、並びにバッファ層へのパター
ン形成時のエッチング条件及びエッチング選択比を考慮し、かつ、パターン検査波長にお
いて十分なコントラストが得られるように、各層の組み合わせを決定すればよい。
各層の材料の好ましい組み合わせとしては、例えば、吸収体層下層としてＴａを含む材料
（塩素ガスでエッチング可能）、最上層としてＳｉを含む材料（フッ素系ガスでエッチン
グ可能）、バッファ層としてＣｒを含む材料（塩素＋酸素ガスでエッチング可能）である
。又、吸収体層下層としてＣｒを含む材料（酸素+塩素でエッチング可能）、最上層とし
てＳｉを含む材料（フッ素系ガスでエッチング可能）、バッファ層としてＴａを含む材料
（塩素ガスでエッチング可能）も好ましい。
又、上記条件を満たすように材料を選択できるのであれば、エッチング処理においては、
ドライエッチングのみならず、ウエットエッチングを用いても良い。
【００２１】
次に、多層反射膜について説明する。
多層反射膜は、屈折率の異なる元素が周期的に積層された多層膜が用いられる。一般的に
は、重元素又はその化合物の薄膜と、軽元素又はその化合物の薄膜が交互に４０周期程度
積層された多層膜が用いられる。波長１３～１４ｎｍのＥＵＶ光に対する多層反射膜とし
ては、ＭｏとＳｉを交互に４０周期程度積層したＭｏ／Ｓｉ周期積層膜が用いられる。そ
の他に、ＥＵＶ光の領域で使用される多層反射膜として、Ｒｕ／Ｓｉ周期多層膜、Ｍｏ／
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Ｂｅ周期多層膜、Ｍｏ化合物／Ｓｉ化合物周期多層膜、Ｓｉ／Ｎｂ周期多層膜、Ｓｉ／Ｍ
ｏ／Ｒｕ周期多層膜、Ｓｉ／Ｍｏ／Ｒｕ／Ｍｏ周期多層膜、Ｓｉ／Ｒｕ／Ｍｏ／Ｒｕ周期
多層膜などがあるが、露光波長により、適宜選択すればよい。
多層反射膜は、ＤＣマグネトロンスパッタ法や、イオンビームデポジション法などにより
、各層を成膜することにより形成できる。
上述したＭｏ／Ｓｉ周期多層膜の場合、ＤＣマグネトロンスパッタ法により、まずＳｉタ
ーゲットを用いてＡｒガス雰囲気でＳｉ膜を成膜し、その後Ｍｏターゲットを用いてＡｒ
ガス雰囲気でＭｏ膜を成膜し、これを一周期として、３０～６０周期積層した後、最後に
Ｓｉ膜を形成すればよい。
【００２２】
次に、基板について説明する。基板としては、低熱膨張係数（０±１．０×１０－７／℃
の範囲内、より好ましくは０±０．３×１０－７／℃の範囲内）を有し、平滑性・平坦性
及びマスク洗浄液に対する耐性に優れたものが好ましく、低熱膨張性を有するガラス、例
えばＳｉＯ２－ＴｉＯ２系ガラス等が用いられる。その他には、β石英固溶体を析出した
結晶化ガラスや、石英ガラス、シリコンや金属などの基板を用いることもできる。金属基
板の例としては、インバー合金（Ｆｅ－Ｎｉ系合金）などが挙げられる。
基板は、０．２ｎｍＲｍｓ以下の平滑な表面と、１００ｎｍ以下の平坦度を有することが
、高反射率及び高転写精度を得るために好ましい。又、基板は、その上に形成される膜の
膜応力による変形を防止するために、高い剛性を有しているものが好ましい。特に、65GP
a以上の高いヤング率を有しているものが好ましい。
なお、本発明において平滑性を示す単位Rmsは、二乗平均平方根粗さであり、原子間力顕
微鏡で測定することができる。本発明に記載する平坦度は、ＴＩＲ（Ｔｏｔａｌ　Ｉｎｄ
ｉｃａｔｅｄ　Ｒｅａｄｉｎｇ）で示される表面の反り（変形量）を表す値で、基板表面
を基準として最小自乗法で定められる平面を焦平面とし、この焦平面より上にある基板表
面の最も高い位置と、焦平面より下にある基板表面の最も低い位置との高低差の絶対値で
ある。なお、本発明においては、平坦度は、１４０ｍｍ×１４０ｍｍエリアでの測定値で
ある。
【００２３】
次に、本実施形態の反射型マスクの製造工程及びパターンの検査につき、バッファ層を有
する場合を例にとり説明する。
本実施形態の反射型マスクブランクスは、基板上に順次、多層反射膜、バッファ層、下層
と最上層２層からなる吸収体層の各層を形成することで得られる。各層の材料及び形成方
法については上述した通りである。以下、バッファ層がクロムを含む材料、吸収体層下層
がＴａを含む材料、吸収体層最上層がＳｉを含む材料の場合につき説明する。
上記のように得られた反射型マスクブランクスの吸収体層（最上層及び下層）に吸収体パ
ターンを形成する。まず、吸収体層の最上層上にＥＢ（電子線照射用）レジストを塗布し
、ベーキングを行う。次に、ＥＢ描画機を用いて描画しこれを現像して、レジストにパタ
ーンを形成する。レジストとしては、ＥＢレジスト以外に、化学増幅レジストを用いるこ
とができる。
次に、レジストパターンに従って、吸収体層の最上層にフッ素系ガス（ＳＦ６）を用いて
エッチングを行い、最上層にエッチングマスクパターンを形成する。その後、熱濃硫酸を
用いて最上層上のレジストを除去する。
更に、最上層に形成されたエッチングマスクパターンをマスクとして、吸収体層下層を塩
素を用いてドライエッチングを行い、吸収体パターンを形成する。本発明では、厚さの薄
い吸収体層最上層をエッチングマスクとして、吸収体層下層のパターニングを行うので、
線幅の狭いパターンであっても形状精度よくパターニングを行うことができる。
【００２４】
ここでまず、吸収体パターンが設計通りに形成されているかどうかの検査を行う。
吸収体パターンの検査には、前述のように検査光として波長１９０ｎｍ～２６０ｎｍ程度
の遠紫外光が用いられ、この検査光が吸収体パターンが形成されたマスク上に入射される
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。ここでは、吸収体パターン上で反射される検査光と、吸収体層が除去されて露出したバ
ッファ層で反射される検査光を検出し、そのコントラストを観察することによって検査を
行う。本発明では、吸収体層最上層を検査波長に対し低反射の材料としたため、十分なコ
ントラストが得られる。
このようにして、除去されるべきでない吸収体層が除去されたピンホール欠陥（白欠陥）
及び、エッチング不足により、除去されずに残っている吸収体層（黒欠陥）を検出する。
ピンホール欠陥や、エッチング不足による欠陥が検出された場合には、これを修正する。
ピンホール欠陥の修正には、集束イオンビーム（Ｆｏｃｕｓｅｄ　Ｉｏｎ　Ｂｅａｍ，Ｆ
ＩＢ）アシストデポジション法により炭素膜を堆積させるなどの方法で修復を行うことが
できる。またエッチング不足による欠陥の修正には、ＦＩＢ照射等による不要部分の除去
を行うことができる。
【００２５】
次に、吸収体層最上層のパターンをマスクとして、バッファ層を吸収体パターンに従って
除去し、バッファ層にパターンを形成する。クロムを含む材料を使用したバッファ層の場
合、塩素と酸素を含むガスでのドライエッチングを用いる。
最後に、形成されたパターンの最終確認検査を行う。この最終確認検査は、仕様通りの寸
法精度でパターンが形成されているかどうか、最終的に確認を行うものである。
この最終検査の場合も、波長１９０ｎｍ～２６０ｎｍ程度の遠紫外光が用いられ、この検
査光が吸収体層及びバッファ層がパターン状に形成されたマスクに入射される。この場合
、吸収体パターン上で反射される検査光と、吸収体層及びバッファ層が除去されて露出し
た多層反射膜上で反射される検査光を検出し、そのコントラストを観察することにより検
査を行う。
本発明では、吸収体層の最上層に、検査波長の光に対して低反射の材料を用いているので
、最終検査においても十分なコントラストを得ることができる。
なお、各層の検査波長に対する反射率は、多層反射膜表面、バッファ層表面、吸収体層表
面の順に、検査光に対する反射率が順次下がるように設計するのが好ましい。このように
する事で、パターン検査のいずれにおいても、吸収体層パターンのある部分が暗くなり、
パターンコントラストが反転することがないので、検査機の設定を変える必要がなく、結
果も分かりやすい。
【００２６】
なお、上述したマスク製造工程でのバッファ層の除去は、バッファ層が薄く形成されてお
り、反射率低下に影響が少ない場合には、行わなくとも良い。この場合、反射型マスクと
しては、多層反射膜上全体をバッファ層が覆っている状態で使用される。また、バッファ
層は必要に応じて形成すればよく、形成しなくても良い。
以上のようにして、本発明では、吸収体層を積層構造とし、その最上層をマスクパターン
の検査時の低反射層であるとともに、吸収体層の下層のパターニングの際のエッチングマ
スク層としたことにより、簡単な層構成で、マスクパターンの検査時に、十分なコントラ
ストを有すると共に、線幅の細いパターンであっても形状精度よく形成でき、高品質な転
写像を得ることのできる反射型マスクブランクス及び反射型マスクが得られる。
なお、上述した何れの反射型マスク及び反射型マスクブランクスも、前述したEUV 光（波
長０．２～１００ｎｍ程度）を露光光として用いた場合好適であるが、他波長の光に対し
ても適宜用いることができる。
【実施例】
【００２７】
以下、実施例をあげて、本発明をより具体的に説明する。
　図１は本発明の実施例に係る反射型マスクの製造工程を示す図である。図1（１）に本
実施例の反射型マスクブランクス10を示す。基板１１は、石英ガラス基板（外形6インチ
角、厚さが0.25インチ）である。そして、ガラス基板は機械研磨により、0.2nmRms以下の
平滑な表面と100nm以下の平坦度に形成した。
　基板１１上に形成される多層反射膜１２は、１３～１４ｎｍの露光光波長帯域に適した
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多層反射膜を形成するために、本実施例では、Mo／Si周期多層反射膜を採用した。多層反
射膜１２は、ＭｏとＳｉをイオンビーム成膜装置（ＩＢＤ）により基板上に交互に積層し
て形成した。Ｓｉ膜４．２ｎｍとＭｏ膜２．８ｎｍを一周期として、40周期積層した後、
最後にＳｉ膜を７nm成膜した。合計膜厚は２８７nmである。この多層反射膜に対し、13.4
nmの光の入射角2度での反射率は６２．４%であった。又、波長２５７ｎｍの光に対する反
射率は、６０％であった。　
　多層反射膜１２上に形成されたバッファ層１３は、窒化クロムから構成されており、膜
厚は５０ｎｍである。この窒化クロムは、Ｃｒ：Ｎ＝９０：１０（ａｔ％）である。この
バッファ層１３はＣｒターゲットを用いて、スパッタガスとしてＡｒに窒素を１０％添加
したガスを用い、DCマグネトロン反応性スパッタ法により形成した。形成されたバッファ
層１３の結晶状態は微結晶であることをX線回折法にて確認した。バッファ層１３表面の
２５７ｎｍの光に対する反射率は、４２．１％であった。
【００２８】
バッファ層１３上に形成される本実施例の吸収体層下層１４は、タンタルホウ素合金の窒
化物（ＴａＢＮ）を膜厚５０ｎｍに形成した。この吸収体層下層の材料は、組成は、Ｔａ
：Ｂ：Ｎは６５．６：１６．４：１８（ａｔ％）とした。この吸収体層下層１４は、DCマ
グネトロン反応性スパッタ法により、ＴａとＢを含む焼結体ターゲットを用い、Ａｒに窒
素を添加したガスを用いて成膜した。成膜された吸収体層下層１４は、結晶状態はアモル
ファスであった。又、波長１３．４ｎｍのＥＵＶ光に対する吸収係数は０．０３、波長２
５７ｎｍの光に対する反射率は３４．２％であった。
吸収体層下層１４上には、吸収体層の最上層１５を２２ｎｍの厚さに形成した。この最上
層は、吸収体層下層１４及び、バッファ層１３とのエッチング条件及びエッチング選択比
、ならびに、波長２５７ｎｍの検査光に対する低反射率を得る点から、モリブデンシリコ
ン合金の酸窒化物（ＭｏＳｉＯＮ）を選択した。又、その組成比は、Ｍｏ：Ｓｉ：Ｏ：Ｎ
＝１９：１９：４３：１９（ａｔ％）とした。この最上層１５は、ＭｏＳｉターゲットを
用い、Ａｒに酸素及び窒素を添加したガスを用いてＤＣマグネトロン反応性スパッタリン
グ法により成膜した。得られた膜の波長１３．４ｎｍのＥＵＶ光に対する吸収係数は０．
４であった。又、波長２５７ｎｍの検査光に対する最上層表面の反射率は４．４％、波長
１３．４ｎｍの光に対する反射率は、０．６％であった。
【００２９】
図２は、波長１９０ｎｍ～８００ｎｍの範囲の光に対する、吸収体層最上層表面での反射
率及び最上層を形成する前の下層表面での反射率を示すグラフである。同図に示すように
、最上層にＭｏＳｉＯＮ材料を用いることにより、検査波長における反射率を大幅に低下
させることができた。
以上のようにして、図1（１）に示す本実施例の反射型マスクブランクス１０を得た。
　次に、上述した反射型マスクブランクス１０から、図１（５）に示す反射型マスク２０
を製作する方法を説明する。
まず、上記反射型マスクブランクス１０の吸収体層最上層１５の上に有機系のフォトレジ
ストを膜厚２００ｎｍ塗布し、ＥＢ描画機を用いて描画、現像し、レジストパターンを形
成した（図示せず）。
　このレジストパターンをマスクとして、ＳＦ６ガスを用いて吸収体層の最上層１５をド
ライエッチングし、吸収体層の最上層１５にマスクパターン１５ａを形成した。ＳＦ６ガ
スによる吸収体層の最上層のドライエッチング条件に対する、吸収体層の最上層と吸収体
層の下層とのエッチング選択比は、約１０であり、下層は最上層のエッチング条件に対し
、十分なエッチング耐性を有していた。
　更に、最上層上に残存するレジストパターンを硫酸水溶液にて処理し、溶解除去した（
図１（２））。
【００３０】
次に、最上層に形成されたマスクパターン１５ａをマスクとして、吸収体層の下層１４に
吸収体パターン１４ａを形成した（図１（３））。このパターンの形成は、塩素ガスを用
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いたエッチングにより行った。吸収体層の下層のエッチング条件において、下層と最上層
とのエッチング選択比は約２５であり、最上層はわずかに膜厚が減少したが、下層のエッ
チング条件に十分な耐性を有していた。
　まずこの状態で、吸収体パターンの検査を行った。この吸収体パターンの検査は、波長
２５７ｎｍの検査光を用いて、これをマスクの表面に入射させ、最上層の吸収体パターン
１５ａで反射される検査光と、吸収体層が除去されて露出したバッファ層１３表面で反射
される検査光とのコントラストを観察することにより行った。
本実施例における吸収体パターン１５ａ表面と、バッファ層１３表面との検査光に対する
反射率の比は１：９．６であり、コントラスト値は８１％であり、パターン検査において
十分なコントラストが得られた。
　この検査結果に基づいて、図１（３）に示すような吸収体層の下層に発生したピンホー
ル欠陥２１（白欠陥）及びエッチング不足欠陥２２（黒欠陥）を修復した。白欠陥は、集
束イオンビーム（ＦＩＢ）アシストデポジション法により炭素膜２３を堆積して修復し、
黒欠陥は、レーザービーム照射により残留部分を除去することにより、修復した吸収体層
のパターン１５ｂ、１４ｂとした（図１（４））。
【００３１】
次に、マスクの反射領域（吸収体層のパターン１５ｂ、１４ｂのない部分）上に残存して
いるバッファ層１３である窒化クロム層を上記吸収体層のパターンに従って除去し、バッ
ファ層のパターン１３ａを形成した（図１（５））。バッファ層１３の除去には、塩素と
酸素の混合ガスによるドライエッチングを用いた。バッファ層１３のエッチング条件に対
するバッファ層と最上層のエッチング選択比は約２５であり、最上層はわずかに膜厚が減
少したが、バッファ層１３のエッチング条件に対し十分な耐性を有していた。最上層の最
終膜厚は２０ｎｍであった。
以上のようにして、図１（５）に示す構造の反射型マスク２０を得た。
ここで、反射型マスク２０の最終検査を行った。検査光には、前述の検査と同様、波長２
５７ｎｍの光を用い、これをマスク表面に入射させ、最上層の吸収体パターン１５ｂで反
射される検査光と、多層反射膜１２上で反射される検査光とのコントラストを観察するこ
とにより行った。吸収体パターン１５ｂ表面と、バッファ層１３が除去されて露出した多
層反射膜１２表面との検査光に対する反射率の比は１：１３．６であり、コントラスト値
は８６％であり、最終検査においても十分なコントラストが得られた。
　以上のようにして、反射型マスク２０には、デザインルールが0.07μmの16Gbit-DRAM用
のパターンを設計通り形成できている事が検査により確認できた。
【００３２】
次に図３を参照して、本実施例の反射型マスク２０を用いてレジスト付き半導体基板にＥ
ＵＶ光によってパターンを転写する方法を説明する。図３は反射型マスクを使用するパタ
ーン転写装置の概略構成図である。同図に示すように、パターン転写装置５０は、レーザ
ープラズマX線源３２、反射型マスク２０、縮小光学系３３等から概略構成される。縮小
光学系３３は、X線反射ミラーを用いており、この縮小光学系３３により、反射型マスク
２０で反射されたパターンは通常１／４程度に縮小される。尚、露光波長として１３～１
４ｎｍの波長帯を使用するので、光路が真空中になるように予め設定した。
　このような状態で、レーザープラズマX線源３２から得られたEUV光を反射型マスク２０
に入射し、ここで反射された光を縮小光学系３３を通してＳｉウエハ３４上に転写した。
反射型マスク２０に入射した光は、吸収体のパターンのある部分では、吸収体層に吸収さ
れて反射されず、一方、吸収体パターンのない部分に入射した光は多層反射膜により反射
される。このようにして、反射型マスク２０から反射される光により形成される像が縮小
光学系３３に入射する。縮小光学系３３を経由した露光光は、Ｓｉウエハ３４上のレジス
ト層に転写パターンを露光する。そして、露光済レジストを現像することによってレジス
トパターンを形成した。
以上のようにして半導体基板上へのパターン転写を行った結果、本実施例の反射型マスク
の精度は７０ｎｍデザインルールの要求精度である１６ｎｍ以下であることが確認できた
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。
【００３３】
また、比較例として、吸収体層は１層構造とし、上記実施例の吸収体層の下層と同じタン
タルホウ素合金の窒化物を用い、膜厚は上記実施例の吸収体層の最上層と下層の合計膜厚
とほぼ等しい７０ｎｍとし、その他の構成は上記実施例と同様にして反射型マスクブラン
クスを得た。本比較例は、このように吸収体層を1層構造とし、さらに吸収体層のエッチ
ングの際に有機レジストをマスクとした点が上記実施例と異なる。
本比較例のマスクブランクスの吸収体層上に、有機物質からなる電子線照射用レジストを
４００ｎｍの厚さに塗布し、このレジストをベーク後、電子線照射して現像し、レジスト
パターンを形成した。このレジストパターンをマスクとして、吸収体層にパターンを形成
した。吸収体層のパターン形成には塩素ガスを用いた。有機物質からなる電子線照射用レ
ジストと吸収体層のエッチング選択比は約１であり、吸収体層のパターン形成後には、有
機レジストはオーバーエッチングを行ったこともあり約１００ｎｍ程度削られていた。吸
収体層のパターン形成後、レジストを熱濃硫酸を用いて除去した。
このようにして、吸収体層にパターンを形成した後、上記実施例と同様に、２５７ｎｍの
波長の検査光を用いて吸収体パターンの検査を行った。検査光に対する吸収体層表面での
反射率は３４.２%であった。吸収体層表面とバッファ層表面での検査光の反射率の比は、
１：１．２であり、コントラスト値は１０％と小さく、正確な検査が行えなかった。又、
形成された吸収体パターンをＳＥＭ（走査型電子顕微鏡）で観察したところ、特に線幅の
狭い部分において、多数のエッチング不足欠陥（黒欠陥）が観察された。また、設計どお
りの形状が得られていない箇所が観察された。
【００３４】
（発明の効果）
以上詳細に説明したように、請求項１の発明によれば、基板と、該基板上に順次形成され
た、露光光を反射する多層反射膜及び露光光を吸収する吸収体層を備えた反射型マスクブ
ランクスであって、吸収体層は、少なくとも最上層と、それ以外の下層とからなる積層構
造とし、最上層は、吸収体層に形成された吸収体層のパターンの検査に使用する検査波長
の光に対する反射率が２０％以下であり、かつ下層へのパターン形成の際のエッチング条
件に対し耐性を有する無機材料で形成されているため、その最上層がマスクパターン検査
時の低反射層であるとともに、それより下層の吸収体層にパターン形成をする際のエッチ
ングマスク層としての機能を兼ね備えることができる。従って、吸収体層に微細なパター
ンを形状精度よく形成でき、パターン検査において十分なコントラストが得られ、高精度
のパターン転写が可能となる。
また、請求項2の発明によれば、前記最上層は、マスクパターン検査に使用する検査波長
の光において、吸収体層の直下の層に対するコントラスト値が４０％以上であり、かつ下
層へのパターン形成の際のエッチング条件に対し耐性を有する無機材料で形成されている
ため、マスクパターンの検査時に十分なコントラストが得られると共に、線幅の細いパタ
ーンであっても形状精度よく形成でき、高品質な転写像を得ることができる。
また、請求項３の発明によれば、上記反射型マスクブランクスは、吸収体層のパターンの
検査に１９０ｎｍ～２６０ｎｍの範囲に含まれる検査光を使用する場合に好適である。
【００３５】
また、請求項４の発明によれば、吸収体層の下層にパターンを形成する際の最上層と下層
とのエッチング選択比が５以上であることにより、下層の吸収体層にパターン形成をする
際のエッチングマスク層としての最上層を薄くできるので、吸収体層に微細なパターンを
形状精度よく形成できる。
また、請求項５の発明によれば、吸収体層の下層がタンタル（Ｔａ）を含む材料で、最上
層がケイ素（Ｓｉ）を含む材料でそれぞれ構成されることにより、最上層がパターン検査
光に対して低反射層であると同時に、下層とのエッチング選択比を大きくとることができ
る。
また、請求項６の発明によれば、多層反射膜と吸収体層との間に、更に、吸収体層の下層
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のパターン形成及びパターン修正の際のエッチング条件に対し耐性を有するバッファ層を
設けることにより、吸収体層をパターン形成及びパターン修正する際に、多層反射膜を保
護できる。
また、請求項７の発明によれば、バッファ層がクロム（Ｃｒ）を含む材料で構成されるこ
とにより、とくにＴａを含む吸収体層とのエッチング選択比が大きく取れ、多層反射膜表
面、バッファ層表面、吸収体層表面の検査波長における反射率の大小関係が好ましく、さ
らにバッファ層除去時に多層反射膜へのダメージをほとんど与えずに除去できる。
【００３６】
また、請求項８の発明によれば、上記反射型マスクブランクスの吸収体層にパターンを形
成してなる反射型マスクは、パターン検査において十分なコントラストが得られ、正確な
検査が行えるとともに、微細なマスクパターンが形成されるので高精度のパターン転写が
可能である。
また、請求項９の発明によれば、最上層にパターンを形成し、次いで該最上層に形成され
たパターンをエッチングマスクとして吸収体層の下層のエッチングを行い、下層にパター
ンを形成するので、吸収体層に微細なパターンを形状精度よく形成できる。
また、請求項１０の発明によれば、多層反射膜と吸収体層との間にバッファ層を有する場
合、吸収体層の最上層及び下層にパターンを形成した後、該吸収体層に形成されたパター
ンをマスクとしてバッファ層のエッチングを行い、バッファ層にパターンを形成するので
、吸収体層のパターンに従ってバッファ層を除去できる。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】本実施例に係る反射型マスクの製造工程を示す断面構成図である。
【図２】波長１９０ｎｍ～８００ｎｍの範囲の光に対する、吸収体層最上層表面での反射
率及び最上層を形成する前の下層表面での反射率を示すグラフである。
【図３】パターン転写装置の概略構成図である。
【図４】従来の反射型マスクの製造工程を示す断面構成図である。
【符号の説明】
【００３８】
１０　反射型マスクブランクス
１１　基板
１２　多層反射膜
１３　バッファ層
１４　吸収体層下層
１５　吸収体層最上層
２０　反射型マスク
３１　ＥＵＶ光
５０　パターン転写装置
 



(15) JP 4792147 B2 2011.10.12

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】



(16) JP 4792147 B2 2011.10.12

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２００１－１７６７８８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－２４２６３０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－３２６１７３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０００－０５８８３０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－２３７１７４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－１７４９７６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－１１０７０９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－０５３０６８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－１３３２０５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－２４６２９９（ＪＰ，Ａ）　　　
              Ted Liang，Enhanced Optical Inspectability of Patterned EUVL Mask ，21st Annual BACUS 
              Symposium on Photomask Technology, Proceedings of SPIE Vol.4562，２００２年　３月１１
              日，p.288-296

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０１Ｌ　　２１／０２７　　　
              Ｇ０３Ｆ　　　１／０８　　　　－　　　１／１６


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

